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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
医
療
保
険
制
度
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
給
付
と
負
担
の
在
り
方
の
見
直
し
に
加
え
て
、
医
療
機
能
の
維
持
や
医
療
従

事
者
の
確
保
と
い
っ
た
医
療
提
供
体
制
の
在
り
方
、
医
療
の
質
の
向
上
へ
の
対
応
を
含
め
、
医
療
全
体
を
ど
の
よ
う
に
維
持

し
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
堅
持
し
て
い
く
か
と
の
観
点
か
ら
、
議
論
を
行
う
こ
と
。 

二
、
出
産
の
標
準
的
な
費
用
に
係
る
給
付
体
系
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
妊
産
婦
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
や
妊
産
婦
が
納
得

感
を
持
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
で
き
る
環
境
整
備
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
費
用
の
見
え
る
化
、

そ
れ
に
基
づ
く
標
準
化
を
確
実
に
実
施
し
、
安
全
・
安
心
な
出
産
が
で
き
る
環
境
整
備
に
向
け
、
周
産
期
医
療
提
供
体
制
の

確
保
に
最
大
限
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
当
分
の
間
、
出
産
育
児
一
時
金
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
経
過
措
置
に

つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
多
く
の
分
娩
施
設
が
新
た
な
給
付
体
系
を
選
択
す
る
よ
う
促
す
と
と
も
に
、
妊
産
婦
の
選
択
に
不

利
益
・
不
公
平
が
生
じ
た
り
、
保
険
者
に
過
度
な
事
務
負
担
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
厳
し
い
労



働
・
経
営
環
境
に
置
か
れ
た
分
娩
施
設
の
状
況
と
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
新
た
な
制
度
の
下
で
地
域
の

周
産
期
医
療
体
制
を
維
持
・
確
保
で
き
る
よ
う
、
国
か
ら
分
娩
施
設
へ
の
支
援
や
丁
寧
な
説
明
な
ど
、
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

三
、
分
娩
施
設
の
体
制
維
持
・
確
保
、
産
科
医
の
確
保
や
地
域
偏
在
の
解
消
な
ど
、
周
産
期
医
療
提
供
体
制
の
整
備
は
、
国
の

イ
ン
フ
ラ
整
備
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
公
費
に
よ
る
支
援
を
含
む
必
要
な
対
応
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

四
、
分
娩
費
、
出
産
時
一
時
金
等
の
金
額
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
保
険
財
政
及
び
保
険
料
負
担
へ
の
影
響
を
十
分
に
考

慮
す
る
と
と
も
に
、
分
娩
施
設
を
始
め
と
す
る
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
。
と
り
わ
け
、
分
娩
経
過
が
多
様

で
あ
る
こ
と
や
、
地
域
に
お
け
る
分
娩
施
設
の
経
営
実
態
を
踏
ま
え
た
標
準
的
費
用
の
設
定
、
加
算
措
置
そ
の
他
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
物
価
動
向
や
人
件
費
そ
の
他
の
経
済
状
況
の
変
化
に
適
切
に
対
応
す
る
観
点
か
ら
、
関
係
者
の

意
見
も
踏
ま
え
つ
つ
、
不
断
に
見
直
す
こ
と
。 

五
、
妊
婦
の
希
望
に
応
じ
て
安
全
・
安
心
な
出
産
が
で
き
る
環
境
整
備
に
向
け
、
麻
酔
を
実
施
す
る
医
師
の
確
保
や
安
全
管
理

体
制
の
標
準
化
な
ど
、
安
全
で
質
の
高
い
無
痛
分
娩
や
痛
み
の
緩
和
を
目
的
と
し
た
処
置
の
提
供
体
制
確
保
の
た
め
の
方
策

を
講
ず
る
こ
と
。 



六
、
医
療
機
関
に
お
け
る
業
務
効
率
化
・
勤
務
環
境
改
善
へ
の
責
務
明
確
化
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
機
関
に
お
け
る
業
務
効
率

化
・
勤
務
環
境
改
善
へ
の
取
組
推
進
に
向
け
て
適
切
に
支
援
す
る
と
と
も
に
、
現
場
の
実
態
を
幅
広
く
把
握
・
検
証
し
、
医

療
の
安
全
性
や
質
の
担
保
、
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
個
人
情
報
の
保
護
に
留
意
し
、
幅
広
い
医
療
機
関
に
お
い
て
適
切
に

業
務
効
率
化
・
勤
務
環
境
改
善
が
推
進
さ
れ
、
現
場
労
働
者
の
負
担
軽
減
に
資
す
る
取
組
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

七
、
一
部
保
険
外
療
養
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
薬
剤
の
支
給
に
お
い
て
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
と
の
代
替
性

の
高
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
適
正
な
医
療
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
保
険

給
付
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
配
慮
が
必
要
な
者
へ
の
措
置
は
将
来
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
国
民
の
受

診
機
会
の
確
保
、
重
症
化
の
防
止
及
び
医
療
費
へ
の
影
響
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
患
者
に
過
度
な
負
担
を
生
じ
さ
せ
、
又

は
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
制
度
導
入
後
の
影
響
に
つ
い
て
実
態
を
把

握
・
検
証
し
、
適
時
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
広
く
公
表
し
つ
つ
可
逆
的
な
見
直
し
を
含
む
必
要
に
応
じ
た
見
直
し
を
行
う
こ

と
。 

八
、
一
部
保
険
外
療
養
の
対
象
範
囲
に
つ
い
て
は
、
薬
剤
以
外
の
診
療
行
為
を
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
。 



九
、
一
部
保
険
外
療
養
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
用
医
薬
品
の
給
付
を
受
け
る
患
者
と
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
で
対
応
し
て
い
る

患
者
と
の
公
平
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
イ
ト
プ
リ
ド
の
妊
婦
に
対
す
る
使
用
上
の
注
意
等
を
精
査
、
検
討
す
べ
き
と
の
指

摘
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
イ
ト
プ
リ
ド
を
妊
婦
に
使
用
す
る
際
に
別
途
の
負
担
を
求
め
な
い
方
向
で
整
理
す
る
こ
と
。 

十
、
一
部
保
険
外
療
養
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
薬
剤
や
要
配
慮
者
の
範
囲
、
患
者
負
担
割
合
を
有
効
成
分
、
効
能
効
果
、

最
大
用
量
等
を
踏
ま
え
精
査
、
検
討
す
る
と
と
も
に
、
患
者
・
国
民
及
び
関
係
者
に
対
し
て
丁
寧
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
意

見
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
。
ま
た
、
検
討
過
程
の
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
検
討
の
た
め
の
資
料
及
び
デ
ー
タ
、

前
提
条
件
等
に
つ
い
て
出
来
る
限
り
詳
細
に
関
係
審
議
会
等
に
提
出
し
、
議
論
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

十
一
、
高
額
療
養
費
等
の
制
度
は
、
重
い
疾
病
等
に
直
面
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
国
憲
法
第
十
三
条
が
保
障
す
る
個
人

の
尊
厳
及
び
同
第
二
十
五
条
が
保
障
す
る
生
存
権
が
著
し
く
毀
損
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
民
皆
保
険
制
度
に
お
い
て

国
民
の
生
命
及
び
生
活
を
守
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
将
来
の
見
直

し
に
際
し
て
も
、
高
額
療
養
費
等
の
支
給
を
受
け
る
者
が
療
養
等
に
必
要
な
費
用
の
負
担
に
よ
り
生
活
に
困
窮
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
高
額
療
養
費
等
の
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
等
の
支
給
に
関
す
る
事
項
は
、
高
額
療
養
費
等
の

支
給
を
受
け
る
者
の
「
療
養
等
に
必
要
な
費
用
の
負
担
が
家
計
に
与
え
る
影
響
」
及
び
「
必
要
か
つ
適
切
な
受
診
に
与
え
る



影
響
」
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
、
長
期
療
養
者
を
は
じ
め
療
養
等
に
必
要
な
費
用
の
負
担
が
家
計
の
負
担
能
力
に
応

じ
た
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
高
額
療
養
費
等
の
支
給
を
受
け
る
者
の
「
給
与
等
の
収
入

の
状
況
及
び
当
該
収
入
の
変
動
状
況

」、

「
子
等
の
扶
養
に
係
る
支
出
、
と
り
わ
け
教
育
費
に
係
る
支
出
等
の
状
況
」
及
び

「
療
養
等
の
状
況
等
の
生
活
の
実
態
」
な
ど
、
可
能
な
限
り
受
給
者
の
多
様
性
を
把
握
し
こ
れ
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
う
こ

と
。
さ
ら
に
、
高
額
療
養
費
等
の
支
給
を
受
け
る
者
の
収
入
の
状
況
等
に
応
じ
、
き
め
細
か
く
、
か
つ
、
で
き
る
限
り
利
便

性
に
配
慮
し
た
支
給
要
件
、
支
給
方
法
等
と
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
高
額
療
養
費
等
の
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
他
高
額
療

養
費
等
の
支
給
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
手
続
に
当
た
り
、
高
額
療
養
費
等
の
支
給
額

の
算
定
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
必
要
な
資
料
を
提
示
し
て
、
高
額
療
養
費
等
の
支
給
を
受
け
る
者
、
高
額
療
養
費
等
の
支

給
を
受
け
る
者
に
対
す
る
医
療
に
従
事
す
る
者
、
高
額
療
養
費
等
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
保
険
者
や
保
険
料
納

付
者
で
あ
る
労
使
等
を
社
会
保
障
審
議
会
に
参
画
さ
せ
、
そ
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
二
、
高
額
療
養
費
制
度
の
支
給
要
件
等
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
多
数
回
該
当
や
年
間
上
限
に
該
当
し
な
い
患
者
で
あ
っ

て
も
必
要
な
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
制
度
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、
国
民
の

健
康
状
態
の
悪
化
や
医
療
費
の
増
大
に
つ
な
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
所
得
区
分
別
、
年
齢
別
、
疾
病
別
な
ど
詳
細
な
影
響



を
継
続
的
に
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
制
度
の
一
層
の
機
能
強
化
に
向
け
、
保

険
者
間
の
情
報
連
携
な
ど
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。
個
人
事
業
主
の
長
期
の
療
養
の
保
障
に
向
け
、
被
用
者

保
険
と
の
格
差
是
正
に
向
け
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

十
三
、
高
額
療
養
費
制
度
に
お
い
て
、
現
役
世
代
の
負
担
軽
減
に
向
け
、
保
険
者
変
更
に
関
わ
る
多
数
回
該
当
の
初
期
化
、
合

算
可
能
レ
セ
プ
ト
に
係
る
金
額
要
件
や
歴
月
単
位
判
定
、
償
還
払
い
に
よ
る
一
時
的
負
担
な
ど
制
度
運
用
の
改
善
に
向
け
て

継
続
的
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

十
四
、
高
額
療
養
費
制
度
は
、
患
者
の
医
療
費
負
担
を
軽
減
す
る
政
策
で
あ
る
と
と
も
に
、
家
計
消
費
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る

効
果
の
あ
る
政
策
で
あ
り
、
自
己
負
担
引
上
げ
は
、
医
療
費
を
公
的
保
険
で
支
え
る
の
か
、
患
者
負
担
や
民
間
保
険
の
比
重

を
増
や
す
の
か
等
と
い
う
問
題
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
将
来
の
見
直
し
に
際
し
て
は
、
医
療
保
障
の
観
点
に
基
づ
き
、
財

政
・
経
済
全
体
の
中
に
お
け
る
高
額
療
養
費
制
度
の
在
り
方
と
い
う
視
点
も
踏
ま
え
た
議
論
を
進
め
る
こ
と
。 

十
五
、
高
額
な
医
療
費
や
、
疾
病
・
治
療
の
影
響
に
よ
る
収
入
減
少
・
就
業
困
難
に
よ
っ
て
生
活
困
窮
や
経
済
的
に
不
安
な
状

況
に
陥
る
こ
と
で
、
治
療
の
継
続
、
家
族
を
含
め
た
生
活
の
維
持
、
子
の
養
育
等
に
大
き
く
影
響
が
出
る
事
態
に
直
面
し
た

患
者
や
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
相
談
支
援
窓
口
の
整
備
及
び
ア
ク
セ
ス
の
確
保
等
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
支



援
制
度
の
十
分
な
周
知
を
図
る
こ
と
。 

十
六
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
金
融
所
得
の
勘
案
に
当
た
っ
て
は
、
公
平
な
負
担
及
び
支
払
い
能
力
に
応
じ
た
負
担

の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
把
握
さ
れ
て
い
な
い
所
得
を

正
確
に
捕
捉
す
る
方
策
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。
制
度
導
入
後
の
後
期
高
齢
者
の
受
診
な
ど
へ
の
影
響
に
つ
い
て
実
態

を
把
握
・
検
証
し
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
同
制
度
に
お
い
て
は
、
現
在
、
現
役
並
み
所
得
の
被
保
険
者
の

給
付
費
が
公
費
負
担
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
、
高
齢
者
の
窓
口
負
担
割
合
の
検
討
の
中
で
現
役
世
代
の
保
険
料

負
担
へ
の
配
慮
も
含
め
た
制
度
の
在
り
方
を
検
討
し
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
七
、
全
国
健
康
保
険
協
会
へ
の
国
庫
補
助
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
庫
補
助
が
財
政
基
盤
の
安
定
に
つ
な
が
っ
て
き
た
こ

と
や
、
保
険
者
機
能
の
十
分
な
発
揮
の
観
点
、
そ
の
財
政
運
営
の
実
態
等
も
勘
案
し
つ
つ
検
討
す
る
と
と
も
に
、
今
回
の
改

正
に
よ
る
時
限
措
置
終
了
後
に
お
け
る
保
険
財
政
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的
な
視
点
で
検
討
す
る
こ
と
。
そ

の
際
、
き
め
細
か
く
有
効
な
疾
病
予
防
・
健
康
づ
く
り
の
推
進
を
可
能
と
す
る
体
制
を
確
立
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

十
八
、
子
育
て
世
帯
の
保
険
料
負
担
の
更
な
る
軽
減
に
つ
い
て
、
軽
減
措
置
の
更
な
る
拡
充
を
含
め
た
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

十
九
、
社
会
保
障
制
度
を
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
、
近
年
の
急
激
な
社
会
・
経
済
状
況
の
変
化
に
応



じ
た
、
あ
る
べ
き
社
会
保
障
の
理
念
と
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
基
づ
く
、
社
会
保
障
と
税
が
一
体
と
な
っ
た
改
革
の
実
現
に

向
け
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


